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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放射線を検出する複数の放射線検出装置と、前記複数の放射線検出装置の一部が重ね合
わせられた状態で複数の放射線検出装置から取得される複数の放射線画像を合成して合成
画像を生成する合成処理部を有した放射線撮影システムにおいて、
　前記合成画像において該重ね合わせられた放射線検出装置の構造物が写り込んだ領域を
補正する画像補正部と、
　前記画像補正部によって補正された合成画像に対して階調変換を行う階調処理部とを備
えることを特徴とする放射線撮影システム。
【請求項２】
　前記放射線検出装置の一部を重ね合わせながら複数の放射線検出装置を配置する撮影台
を備えることを特徴とする請求項１に記載の放射線撮影システム。
【請求項３】
　放射線を照射する放射線発生部を備え、前記放射線発生部から照射される放射線が複数
の放射線検出装置に同時に照射されることを特徴とする請求項１に記載の放射線撮影シス
テム。
【請求項４】
　前記複数の放射線検出装置から出力される放射線画像を、被検者の画像情報が含まれた
放射線画像であるのか、被検者の画像情報が含まれていない放射線画像であるのか区別し
て記憶する記憶部を備えることを特徴とする請求項１に記載の放射線撮影システム。
【請求項５】
　前記記憶部は、前記複数の放射線検出装置によって同時に撮影された複数の放射線画像
を関連付けて記憶し、前記合成処理部は関連付けられた放射線画像を合成することを特徴
とする請求項４に記載の放射線撮影システム。
【請求項６】
　前記画像補正部は、一方の放射線検出装置から取得される放射線画像から他方の放射線
検出装置の構造物が写り込んだ領域を検出することを特徴とする請求項１に記載の放射線
撮影システム。
【請求項７】
　前記画像補正部は、前記合成画像において該重ね合わせられた放射線検出装置の構造物
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が写り込んだ領域を、前記領域に隣接する正常な画像領域の情報を利用して補正すること
を特徴とする請求項１に記載の放射線撮影システム。
【請求項８】
　前記画像補正部は、前記合成画像において該重ね合わせられた放射線検出装置の構造物
が写り込んだ領域の欠陥行に対して、欠陥行に隣接する正常な画像領域を有した正常行を
用いて補正することを特徴とする請求項１に記載の放射線撮影システム。
【請求項９】
　前記画像補正部は、前記正常行の放射線画像を欠陥行の放射線画像と相関を取りながら
欠陥行の放射線画像にブレンドして、前記欠陥行を補正することを特徴とする請求項８に
記載の放射線撮影システム。
【請求項１０】
　前記画像補正部は、前記合成画像において該重ね合わせられた放射線検出装置の構造物
が写り込んだ領域を行単位の欠陥行に分割し、前記領域の端行から、端行に隣接する正常
領域の一部である正常行あるいは補正済みの欠陥行の画素値分布に近付ける補正処理を行
毎に繰り返すことを特徴とする請求項８に記載の放射線撮影システム。
【請求項１１】
　前記画像補正部は、前記合成画像において該重ね合わせられた放射線検出装置の構造物
が写り込んだ領域を挟み込む上下の隣接行から、双方向に該重ね合わせられた放射線検出
装置の構造物が写り込んだ領域を補正することを特徴とする請求項１に記載の放射線撮影
システム。
【請求項１２】
　複数の放射線検出装置の一部が重ね合わせられた状態で複数の放射線検出装置から取得
される複数の放射線画像を合成して合成画像を生成する放射線撮影方法において、
　前記合成画像において該重ね合わせられた放射線検出装置の構造物が写り込んだ領域を
補正するステップと、
　該補正された合成画像に対して階調変換を行うステップとを有することを特徴とする放
射線撮影方法。
【請求項１３】
　前記階調処理部は、前記複数の放射線検出装置から取得された複数の画像データの特徴
量をそれぞれ解析して、前記合成画像の階調変換特性を決定することを特徴とする請求項
１に記載の放射線撮影システム。
【請求項１４】
　前記特徴量には、少なくとも各画像データのヒストグラム、最大画素値、最小画素値の
うち１つが含まれることを特徴とする請求項１３に記載の放射線撮影システム。
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